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蝨
日

評

渡
邊
信
一

郎
著

『

中
國

古
代
の

財
政
と
國

家
』

　
　

（

汲
古
叢
書

91
）

柿

　
沼

　
陽
　
平

　
本
書
は

、

長
年
中
国
古
代
史
研
究
の

第
一

線
を
担
っ

て

き
た

渡
辺
信
一

郎

氏
に

よ
る

待
望
の

新
著
で

、

お
も
に

漢
代
〜

唐
宋
変
革
期
の

財
政
と

国
家
の

諸
問
題
を

論
じ

た

大
著
で

あ
る

。

周

知
の

ご

と

く
渡
辺

氏
は

、

『

中
国
古
代

社
会
論
』

（

青
木
書
店、

一

九
八
六
）

、

『

中
国
古
代
国
家
の

思
想
構
造
ー

専
制
国

家
と
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

ー
』

（

校

倉
書
房、

一

九
九

四）
、

『

天

空
の

玉

座
i
中
国

古

代

帝

国
の

朝
政
と

儀
礼
ー

』

（

柏
書
房、

一

九
九
六）

、

『

中
国
古
代
の

王

権
と

天
下

秩
序
−
日

中
比

較
史
の

視

点
か

ら

ー
』

（

校

倉
書
房

、

．
一
〇
〇

三
）

等
の

専
著
や
訳

注
書
「

『

魏
書
』

食
貨
志
・

『

隋
童
日

』

食
貨
志
訳
注
』

（
汲

古
書
院、

二

〇
〇
八）

等
の

膨
大
な

業
績
を
有
し

、

大
学
行
政
・

教
育
面
で

も
京
都
府
立

大
学
学
長

の

重
責
を

担
い

、

ま

さ
に

現
代
日

本
を

代
表
す

る
歴
史
家
・

教
育
者
の
一

人

と
い

え
る

。

本
書
は

渡
辺

氏
に

よ
る

財
政
史
研
究
の

集
大
成
で

、

上

記

諸
業

績
と

合
わ
せ

て

独
自
の

中
国
古
代
史
像
を
描
出
し

て

い

る
。

そ

れ
は

マ

ル

ク

ス

主

義
史
学
を

基
盤
と
し

、

中
村
哲

『

奴
隷
制
・

農
奴
制
の

理

論
ー

マ

ル

ク

ス

・
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

歴
史
理

論
の

再
構
成

−
』

（

東
京
大
学

出
版
会、
　一

九
七

七）

等

の

理
論
を

背
景
と
し
、

渡
辺

氏
の

属
す
る

中
国
史
研
究
会
等
で

の

討
論
を
経

、

今
や

渡
辺

史
学
と
よ

ぶ

に

足
る

体
系
性
・

完
結
性
を
備
え

て

い

る
。

そ
の

存

八

〇
（

話
八

）

在
は

国
内
の

み
な

ら

ず
海
外
で

も
注

目
さ

れ
て

い

る

（

王

徳
権
「

東
京
与
京
都

之
外
−
渡
辺

信
一

郎
的

中

国
古

代
史
研
究
1

」

（

『

新
史
学
』

十
七
−
一

、

一
。

○

〇
六
）

等
参
照
）

。

本
書
は
こ

の

よ

う
に

遠

大
な

背
景
を

有
す

る

書
で

、

議
論
も

多

岐
に

わ
た

り
、

安
易
な

総
括
は

厳
に

慎
ま
れ
る

。

と

く
に

評
者
は
→

九
八
〇

年
生
で

戦
後
日

本
の

中
国
史
論
争
を

直
接
は

体
感
し
て

お
ら
ず

、

専
門
も
ま

だ

魏
晉
以

後
に

及
ば

ず
、

意
図
を

汲
み

切
れ
て

い

な
い

箇
所
や

誤

解
を
し

て

い

る

箇
所
も

あ
る
お
そ

れ
が
あ

る
。

だ
が

第
一

に
、

渡
辺
史
学
を
一

つ

の

手

本
と
し

て

育
っ

て

き
た
一

若
手
と
し
て

本
書
か
ら

得
た

知
的
興
奮
を

素
直
に

伝
え
る

た

め
、

第
二

に
、

関
連
分
野
を

学
ぶ
一

学
徒
と
し

て

御
教
示
い

た

だ

き
た
い

点
や

、

一

部
見
解
の

相
異
す
る

点
が
あ
る

た

め
、

敢
え
て

筆
を
と

る
。

本
書
の

構
成
は

次
の

通
り

。

　
序
説

　
第
一

部
　
漢
代
の

財
政
と

帝
国

　
　
第
一

章
　
漢
代
の

財
政
運
営
と

国
冢
的

物
流

　
　
第
二

章
　
漢
代
更
卒
制
度
の

再
検
討
−

服
虔
11
濱
口

説
批
判

付
補
論

　
　

第
二

章
　
漢
魯
陽
正

衛
弾
碑
小

考
−
正

衛
・

更

賤
を
め

ぐ
っ

て

　
　
第
四

章
　
漢
代
国
家
の

社
会
的

労
働
編
成

　
　
第
五
章
　
漢
代
の

財
政
と

帝
国
編
成

　
第
二

部
　
魏
晉
南
北
朝
期
の

財
政
と

国
家

　
　
第
六
章

占
田
・

課
田

の

系
譜
「
晉

南
朝
の

税

制
と

国
家
的
土

地

所
有

　
　
第
七
章
　
戸
調
制
の

成
立

−
賦
斂
か

ら

戸
調
へ

　
　
第
八

章
　
南
朝
の

財
政
と

財
務
運

営
−
劉
宋
南
斉

期
を
中
心

に

　
　
第
九
章
　
北
魏
の

財
政
構
造
−
孝
文
帝
・

宣

武
帝
期
の

経

費
構

造

を

中
心

に

　
　
第
十
章
　
三

五

発
卒
攷
実
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1

六

朝
期
の

兵
役
・

力
役
徴
発
方

式
と

北

魏
の

三

長
制

第
三

部

　
隋
唐
期
の

財
政
と

帝
国

　
第
十
一

章
　
唐
代
前
期
に

お

け
る

農
民
の

軍
役
負
担

　
　
　
　

　
　
−

歳
役
の

成
立

に

よ
せ

て

第
十
二

章

第
十
三

章

第
十
四

章

第
十
五
章

　
論
証

は
多
岐
に

わ
た

り
、

内
容
を

整
理
し
て

要
約
す
る

。

　
序
説
　
中
国
古
代
社
会
（

と

く

に

戦
国

〜
隋
唐
時
代）

は
、

「

帝
国
（

前
漢
・

隋
唐
前
期
王

朝
を

典
型
と

し
、

外
部
諸
地
域
に

対
し

て

軍
事
的

拡
張

傾
向

を

持
つ

広

領

域
国
家
）

」

が

広
範
な

分
田

農
民
層
を
支
配
す

る

社
会
で

あ

る
。

本

書
は

こ

の

分
田
農
民
が

「

不
楽
」

で

あ
っ

た

背
景
を

説
明
す
る

。

そ

こ

に

は

彼
ら
が

重
い

兵
役
・

徭
役
等
を
担
っ

て

い

た

事
実
が
あ

り
、

そ

れ

は
剰
余
生

産
の

国

家
的
収
奪
で

あ

る
と

同
時
に

、

社
会
的
再
生
産
に

必
要
な

労
働
（

社

会
的
必

要
労
働
）

を
構
成
し
た

。

秦
漢
隋
唐
社
会
は

す
で

に

階
層
分

化
し

、

個
々

人

の

物
的
利
害
は
一

致
せ

ず
、

そ

れ
ゆ
え

国
家
が

社
会
的
労
働
編
成
を
担
っ

た
。

ま
た

中
国
古
代
帝
国
は

、

政
治
的
中
核
（

京
師
）

と

軍
事
的
前
線
（

辺
境
）

の

食
糧
・

衣
料
・

兵
員
を
そ

れ
以

外
の

内
部
地

域
が

補
う
分
業
体
制
を
布
き

、

分
田
農
民
に

輸
送
を
担
わ
せ

る
と
と

も
に

、

「

量

入
制
出
」

に

基
づ

く

税
を

課
し

た
。

「

量
入
制
出
」

は

家
計
（

。

貯
。
°・

）

同
様

、

経
費
が

税
収
に

従
属
す

る

財
政
（

予
算
は

見
積
程

度）

で
、

年
一

作
方
式
の

農
業
生
産
を

前
提
と
し

、

書

唐
代
前
期
賦
役
制
度
の

再
検
討
−

雑
徭
を
中
心

に

唐
代
前
期
律
令
制
下
の

財
政
的
物
流
と

帝
国
編
成

唐
代
後
半
期
の

中
央
財
政
−
戸
部
曹
財

政

を

中
心

に

唐
代
後
半
期
の

地
方
財
政

−
州
財
政
と

京
兆

府
財
政

を

中
心

に

　
　
　
　

行
論
も
複
雑
な

の

で
、

こ

こ

で

は

評
者
な

り
に

評

臨
時
収
入
不
足
が
起
こ

る

た

び
に

正

税

以
外
の

賦
斂
を

増
加
し
た

。

以
上
が

「

不
楽
」

の

原
因
で

、

本
書
は

そ

の

実
態
解
明
を
行

う
。

　

第
一

部

財
政
は

、

政
治
的
に

編
成
さ
れ
た

社
会
の

再
生

産
の

た
め

に

国

家
が

行
う
経
済
的
政
治
的
活
動
で

、

国
家
形
成
と

と
も
に

は

じ
ま

る
。

中
国

財
政
の

成
立
は

戦
国
期

、

史
料
上

考
察
可
能
な

の

は

漢
代
以

降
で

、

第
一

部

で

は

漢
代
財
政
と

国
家
に

つ

い

て

検
討
す
る

。

　

第
一

章

　
前
漢
元
封
元

年
（
前

＝

○
）

に

財
務
運

営
・

物
流
の

制
度
的

基
礎
た

る
均
輸
平
準
が

成
立
し

た
。

す
な
わ

ち
前
漢
で

は

高
祖
十
一

年
以

来
、

各
郡
国
の

租
税
（
算
賦
・

田

租
・

口

賦
・

更
賦
等
）

の
．一

部
が

上
供
さ

れ
（

献

費
）

、

中
央
大
司

農
財
政
を

構
成
し

、

残
額
は

各
郡
国
に

備
蓄
さ

れ
た

萎

積
）

。

前
漢
中
期
の

均

輸
・

平
準
は

当
該
体
制
を
ふ

ま
え

、

中
央
の

臨
時
的

財
政
需
要
に

応
じ

て

「

委
積
」

を
上

供
し

（

委
輸
）

、

地

方
間
で

臨
時
財

政

需
要
に

応
じ
て

「

委
積
」

を
互
配
し

（

調
均
・

調

度
）

、

運
搬
を

百
姓
徭
役
に

担
当
さ

せ
る
と
い

う
も
の

で
、

結
果
的
に

商
人
を
抑
制
し
た

。

　

第
二

章

分
田

農
民
層
の

負
担
の

う
ち

、

更
卒
（

更
徭
）

は
士

農
工

商
の

全
成
年
男
子
を
対
象
と

す
る
地

方
搖
役
で

、

甲
卒
・

衛
卒
・

戍
卒
・

臨
時
的

徭
役
と

区
別
さ

れ
、

県
で
徴
集
後

、

郡
で

組
織
さ

れ
、

道
路
・

治
水
工

事
等

に

従
事
し

、

毎
年
約
二

五

〇
万

（

塩

鉄
会
議
前
）

に

及
ん

だ
。

分
田

農
民
は

当
番
が

来
た

ら

（

踐

更
）

、

期
間
内
に

就
き
（
居

更
）

、

就
か

ず
に

期
間
を
過

ぎ
た

場
合
（

過

更）
、

「

過

更
錢
」

を

代
納
し
た

。

塩
鉄
会
議
以
後、

過
更
銭

納
入
は

常
態
化
し

、

算
賦
・

口
賦
と
と

も
に

「

更
賦
」

と

総
称
さ

れ
た

。

な

お

踐
更
期
間
に

つ

い

て

本
章
は

、

漢
初
は

毎
年
二

ヶ

月
、

塩

鉄
会
議
以
後
は

一

ヶ

月
と

す
る
が

、

「

補
論
」

で

は

説
を
一

部
撤
回
し

、

塩
鉄
会
議
以
前
は

五

更
（

四
ヶ

月
非
番
期

後
一
ヶ

月
踐
更
）

と

す
る

。

八
一
（

五

四
九

）
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一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Historical Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Hlstorloal 　Soolety 　of 　Japan

耋
日

評

　

第
三

章
　
後
漢
に

な

る
と

県
幹
部
が

県
有
器
物
を

民
間
貸
与
し

、

利
息
で

労
働
者
を
雇
用
し

、

正

衛
（
衛

卒
）

と

更
賤
（

更
賤
の

小
吏
）

を

代
替
さ
せ

る

例
が
み

え
る

（

漢
魯
陽
正

衛
彈

碑
）

。

更

賤
は

最
下
層
の

吏
（
卒
と

総
称
）

で
、

百
姓
か

ら

強
制
徴
発
さ

れ
て

官
長
出
行
時
の

導
従
・

取
次
ぎ
・

使
い

走
り
・

官
府
警
護
を
担
当
し
た

が
、

前
漢
後
期
以
降
は

更
卒
同

様
、

銭
納
に
よ
る

代

替
と

雇
用
労
働
化
が

進
ん

だ
の

で

あ
る

。

　

第
四

章
　
漢
代
に

は

更
卒
・

衛
卒
・

戍
卒
・

更
賤
以

外
に

刑

徒
・

官
奴
婢

も
お

り
、

次
の

よ

う
に

中
央
的
需
要
・

地
方
的
需
要
・

広
領
域
需
要
に

対
応

し
た

。

ま
ず

派
遣
先
が

本
籍
郡
県
内
か
外
か
で

内
徭
（

桂

中

徭）

と

外
徭
に

大
別
さ

れ、

更
卒
（

内
徭
）

は

塩
鉄
会
議
以
前
に

毎
年
約
二

五

〇
万

、

以
後

は

約
一

二

五

万
〜
一

五

〇
万
で

、

制
度
上

成
年
男
子
が
従

事
し
た

（

女
子
は

臨

時
）

。

成
年
男
子
は

他
に

も

約
三

八

万
〜

四
五

万
の

衛
士

も
し

く

は

戍
卒

（

一

年
間
の

外
徭
）

と
、

更
牋
と

し
て

の

甲
卒
（
郡
国

兵
。

　一

年
間
の

内
徭）

を

担
い

、

甲
卒
の
一

部
は

材
官
・

騎
＋

（

武

帝
期
以
降
は

樓
船
兵
も

増
設
）

等
と

な

っ

た
。

材
官
・

騎
士

等
は
建
武
七
年
に

廃
止
さ

れ
た
が

、

甲
卒
制
度
は
そ

の

後
も

存
続
し

、

走
卒
・

五

伯
等
（

更

賤）

を

担
っ

た
。

戍
卒
と

衛
卒
は
ど

ち
ら

か
一

方
を

負
担
す
べ

き

も
の

で
、

他
に

財
物
輸
送
者
（
徭
・

徭
使）

も

い

た
。

刑
徒
労
働
も
中
央
・

地
方
・

広
領
域
各
需
要
に

応
じ
て

編
成
さ

れ
、

武
帝
期
以
降
増
加
し
た

。

官
奴
脾
は

お
も
に

中
央
諸
官
府
に

配
さ

れ
、

中
央

配
属
の

刑
徒
と

合
計
し
て

二

〇
万
に

及
ん

だ
。

以
上、

漢
代
に

は

計、
一

〇
〇

万
以
L
の

各
種

強
制
労
働
者
が

お

り
、

地
方
郡
県
に

掌
握
さ

れ、

時
に

中
央

政
府
に

よ

り

首
都
−
郡
問

や

郡
1
郡
間
の

編
成
が

行
わ

れ
た
（

た

だ

し

数
郡

規

模
の

臨
時
的
労
働
編
成
は

制
度
的
に

未
成
熟）

。

　

第
五
章
　
漢
は

景
帝
〜
武
帝
期
の

三

輔
形
成
以
来

、

三

輔
−
内
郡
−

辺

郡

八
二
（

憙
O
）

と
い

う

中
心

−
周
辺

構
造
を
有
し

、

周
辺
諸
民
族
へ

の

軍
事
的
拡
張
傾
向
を

有
し
た

。

内
郡
−

辺

郡
間
に

は

地
域
的
分
業
・

相
互

依
存
関
係
が
あ

り
、

前

線
に

は
部
都
尉
・

属
国
が

置
か

れ
た

。

当
該
体
制
は

、

独
特
な
地
方
制
度
を

布
い

た

王

莽
期
や

、

周
辺
異
民
族
の

侵
攻
が

激
化
し
た

後
漢
に

相
当
変
容
し

た

が
、

結
局
漢
末
ま
で

維
持
さ

れ
た

。

　

第
二

部
　
後
漢
初
期
の

郡
都
尉
廃
止
と

軍
備
縮
小
に

よ
っ

て
、

諸
搖
役
が

縮
小

す
る

と
、

警
察
組
織
の

亭
も
打

撃
を

受
け
た

。

亭
管
理
下
の

阡
陌
制
も

消
え

、

漢
末
に

戦
乱
も

発
生
し

、

分
田

農
民
の

経
済
的
基
盤
は

失
わ
れ
た

。

第
二

部
で

は
、

か

か

る

分
田

農
民
層
の

魏
晉
南
北
朝
期
に

お

け
る

再
建
過
程

を
検
討
す
る

。

　

第
六

章
　
魏
晉
南
朝
期
に

も

国
家
的
土

地

所
有
（

国
家
に

よ

る

土

地
の

附

与
・

没

収
の

有
無
に

か

か

わ

ら

ず、

国
家
が

土

地
経

営
上

の

剰
余
生
産
物
を

収
取

し
て

い

る

状

態
）

は

貫
徹
し

た
。

西
晉
に

は

占
田
（
各
戸
の

現
実
耕
作
地

。

要
自

己

申

告。

占
有
限

度
あ

り
）

に

対
す
る
田

税
（

度
田

畝
収
田

税）

と
、

課
田

（

戸

調

納

付

用
に

耕
作
を

強
制
・

奨
励

す

る

耕
地
）

に

対
す
る

戸
調
（

内
郡
一

般
規

定
・

諸
侯

国

と

の

分
割
規
定
・

辺

郡
や

辺
遠

郡
規
定
・

夷

人

規
定
よ

り

な

る

戸
単
位
賦

課）

が

あ

り
、

東
晉
南
朝
の

占
田
・

課
田

制
放
棄
後
も

、

田

税
（

度
田

課
税

の

ち

口

税）
・

戸

調
は

形
を

変
え
て

維
持
さ

れ
た

。

　
第
七
章

　
魏
巫

旦

尸

調
制
は

、

郡
県
内
で

九
等
の

家
産
評
価
額
に

応
じ
て

財

物
（

穀
物
・

布
帛
に

限
ら

れ

な
い
）

を
収
取
し
た

上
で

、

州
郡
戸
数
に
一

律
の

税
額
（

西
晉

で

は

毎
戸

租

四

石
・

絹
三

疋
・

綿
三

斤
）

を

乗
じ

た

分
を
中
央
へ

上

供
す
る

制
度
で

、

漢
代
に

比
し
て

人
頭
課
税
か

ら

戸
単
位
課
税
へ

、

銭
徴
収

か

ら

布
帛
生
産

物
徴
収
へ

の

変
化
が

認
め
ら

れ
る

。

漢
代
に
は

、

 
民
間
の

醵
金
慣
行

、

 
地

方
社
会
・

地

方
政
府
に

よ

る

祭
祀
費
調
達

、

 
地
方
官
吏
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に

よ

る

属
吏
・

百
姓
収
奪

、

 
中
央
政
府
に
よ

る

臨

時
経
費
調

達
の

意
の

「

賦
斂
」

が
あ

り
、

と

く
に

 
が

増
加
し

、

王

莽
期
に

戸
単
位
で

実
施
さ
れ

、

度
々

「

調
度
（

諸
郡
間

で

水
平
移
動）
」

さ

れ
、

そ

れ
が

常
態
化
し

た

結
果

、

「

調
」

と

称
さ

れ
、

後
漢
末
に

曹
操
政
権
下
で

絹
綿
対
象
の

戸
調
と
し

て

定

着
し

た
。

漢
朝
は

ま
だ

後
漢
税
制
を

有
し
た

が
、

曹
操
は

権
力
基
盤
・

軍
備

維
持
の

た

あ

に

別
途
戸
調
を

制
度
化
し
た

。

　

第
八

章
　
南
朝
財
政
は

都
督
府
等
軍
事
財
政
が

優
勢
で

、

地

方
貯
備
へ

の

中
央
支
配
は

漢
代
以
上

で

あ
っ

た
。

と

く
に

劉
宋
前
期

〜
後
期
に

人
口
・

戸

調
が

半
減
し

、

軍
事
費
が

増
大
す

る
と

、

皇

帝
は

台
伝
（

中
央
直
轄
地

方
財
務

機
構
）

を
置
い

て
地
方
財
源
を

確
保
し

、

地

方
吏
員
・

兵
士
の

給
与
等
も
台

伝
か
ら

支
払
っ

た
。

地
方
州
刺
史
は

都
督
某
州

諸
軍
事
と

し
て

州
府
と

軍
府

を

兼
備
し

、

軍
事
経
費
等
（

資
費
・

実

力）

を

有
し
た
が

、

そ

れ
も

自
己
調

達
で

な

く
中
央
差
配
に
よ

り
、

支
出
に

も

中
央
の

許
可
を
要
し
た

。

地
方
財

政
基
盤
は

貧
弱
で

、

一

部
の

州
以
外
は

自
給
・

貢
納
の

余
裕
な

く
、

中
央
主

導
の

財
政
的
物
流
に

依
存
し

た
。

ま
た

南
朝
財

政
は

人
口

減
少
と

軍
事
費
増

大
に

対
応
す
る
た

め
、

戸
調
を

高
額
の

銭
で

代
納
さ
せ

、

ま
た

戸
調
に
匹

敵

す

る

程
の

対
浮
浪
人

課
税
・

商
業
課

税
を
行
っ

た
。

つ

ま

り
南
朝
は

、

北

朝

以
上
に

銭
を
使
用
し

、

農
業
部
門
の

欠
を
流
通

部
門
で

補
っ

て

い

た

わ
け
で

あ

る
。

　

第
九
章

　
北
魏
戸
調
制
も
西
晉
同

様
、

各
戸
の

貲
算
評
價
に

基
づ

く

九
等

の

戸
等
差
に

従
い
、

県
段
階
で

実
施
さ

れ
る

直
接
的
収
取
と

、

州
が

管
轄
下

各
郡
県
の

収
取
総
体
の

中
か

ら

支
配
戸
数
に

標
準
額
（

帛
二

匹
・

絮
二

斤
・

絲

一

斤
・

粟
二

十
石
）

を

乗
じ
た

中
央
上
供
分
〔
公
調
）

が
あ
っ

た
。

だ

が

太
和

十
年
（
四

八

六
）

の

三

長
制
施
行
に

伴
い
一

夫
婦
単
位
・

均
一

賦
課
の

戸
調

書

評

へ

転
換
す
る

と
、

県
段
階
と

公
調
の

別
は

消
え
た

。

以
上

の

基
本
的
戸
調

（
常
調
）

に

加
え

、

北
魏
に

は

雑
調
・

兵
調
（

第
＋
章
参
照）
・

屯
田

収
入

・

僧

祗
粟
・

塩
税
・

市
税
・

公

田

賃
租

等
も
あ

り
、

大
半
は

穀
物
・

布
帛
で

あ
っ

た
。

支
出
で

は
、

孝
文
帝
太
和
年
間
に

中
央
経
費
（

公
調
）

・

地

方
経
費
〔
調

外）
・

官
僚
俸
給
経
費
・

保
険
的
経
費
（

災
害
用

基
金）

が

区
分
さ

れ
限
度
額

が

定
め
ら

れ
、

地
方
経
費
等
は

州
倉
に

貯
蓄
さ

れ
、

中
央
管
理
を

受
け
た

。

か
く
て

中
央
の

対
地
方
財
政
主

権
は
強

化
さ

れ
た

。

そ

の

後、

五

世
紀
半
ば

に
江

淮
・

西
北
辺
境
が

戦
線
化
す
る
と

、

軍
糧
補
給
の

た
め

屯
田
・

和
糴
導

入
、

転
運
用
倉
庫
（

邸
閣
）

設
置

、

水
運

整
備
が

実
施
さ

れ
、

中
央
財
政
主

権
は
さ

ら
に

強
化
さ

れ
た

。

　
第
十
章
　
漢
代
力
役
制
度
崩
壊
後

、

曹
魏
は

兵
戸
制
中
心

体
制

、

六

朝
は

兵
戸
・

編
戸
農
民
徴
兵
並
存
体
制
を
布
い

た
（

六
朝
で

は

兵
役
・

力
役
・

吏
役

が

未
分

化）
。

と

く
に

五
胡
十
六
国
六
朝
期
の

編
戸
農
民
徴
兵
制
は

「

三

五

發

卒
」

「

三

五

占
兵
」

コ
ニ

五

民
丁
」

等
の

「

三
五
」

を

冠
し
、

「

三
×

五
目

十

五
」

ゆ
え
に

「

十
五

丁
に

つ

き
一

丁
を
徴
発
」

、

つ

ま

り
十
五

丁
一

番
兵
制

（

十
五

丁

を
一

団

と

し
、

一

丁
を

順
に

毎
年

対
南
朝
用
番
兵
と

し
、

十
五

年
で
一

周
さ

せ
、

非
番
者
は

兵
調

貲
絹
一

匹
を

番
兵
に

援
助
す
る

制
度
）

を
意
味
し

、

三

長
制

村
落
と

連
動
し

た
。

す
な

わ
ち

太
和
十
年
（

四

八
六
）

以
来
の

三

長
制
と
は

一

黨
11
五
里
ー

二

五

鄰
目
一

二

五

家
（
党
長
は

三

丁、

里
長
は

二

丁、

鄰
長
は
一

、
亅
の

徭
役
免
除
）

と
い

う

構
造
を

持
っ

た

村
落
制
度
で

、

　一

家
一

丁
の

場
合、

毎
里

十
五

丁
（
＋

余
剰

三

丁
）

が

徴
発
可
能
で

あ
っ

た
。

ま
た

、

正

始

元
年

（

五

〇

四
）

令
で

は
一

黨
族
11
五
閭
11
二

十
比
鄰
目

百
家
で

、

一

閭

十
五

丁

（
閭

長
一

名
・

比
鄰
長
四

名
を

除

く）

が

徴

兵
で

き
、

三

長
制
村
落
の

里
・

閭
は

］
二

五
」

制
と

連
動
し
た

。

か
く
て

三

長
制
村
落
は

均
等
小
土

地
所
有
・

租

八
三
（

五

堊

）
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書

評

税
・

軍
事
負
担
の

基
層
行
政
単
位
と

し
て

秦
漢
分
田
農
民
層
再
建
を

担
っ

た
。

　

第
三

部
　
北
魏
太
和
年
間
に

再
建
さ
れ
た

分
田

農
民
層
は

、

隋
唐
天
下
統

一

期
に

全
国
化
し

、

玄
宗
開
元

年
間
に

最
盛
期
と

転
換
期
を

迎
え
た

。

漢
代

の

租

賦
役
も

、

魏
晉
南
北
朝
期
の

租
調
役
へ

継
受
後

、

開
元
年
間
に

租
庸
調

へ

転
換
し

、

徳
宗
建
中
元
年
（

七

八

〇
）

に

両
税

法
へ

帰
結
す
る

。

唐
代
府

兵
制
・

防
人
制
も
開
元
年
間
に

募
兵
制
へ

転
換
し

、

膨
大
な

養
兵
費
を

生
じ

、

唐
代
後
半
の

財
政
改
革
を

帰
結
す
る

。

第
三

部
で

は
こ

れ
ら
の

具
体
的
過
程

を

検
討
す
る

。

　

第
十
一

章
　
北
魏
十
五

丁
一

番
兵

制
は

形
を
変
え
て

西
魏
・

北
周

・

隋
・

唐
に

継
受
さ

れ
、

と

く
に

隋
開
皇
三

年

（

五

△
二

）

以
降
は

番
制
か

ら

歳
役

（

個
人

別

徭
労
働
凵

負
担）

へ

変
容
し

、

防
人
（

お

も

に

辺

境
、

一

部
は

内
地

守
備）

を

担
っ

た
。

ま
た

北
朝
に

は

兵
戸
以

来
の

職
業
軍
人
も
お

り
、

唐
代
府
兵
制

（

兵
部
尚
書
・

折
衝
府
所
属
衛
上
）

を
生
ん

だ
。

府
兵
宿
衛
は

軍
府
州
民

、

防
人

は

軍
府
州

民
の

｝

部
と

非
軍
府
州
民
（
編
戸
百
姓
）

が

担
っ

た
。

だ
が

府
兵

は

天
宝

八
年
（

七
四

九
）

に

廃
止
さ
れ

、

防
人
も

、

当
初
は

在
任
中
に

課
役

（

租
・

調
・

正

役
）

が

免
除
さ

れ
、

　一

部
の

者
の

み

庸
の

代
納
が

許
可
さ
れ
た

が
、

開
元
年
間
に

交
替
期
間
が

徐
々

に

延

長
さ
れ
た

結
果

、

農
業
と
の

両
立

が

困
難
と

な
り

、

募
兵
（

健
兒
）

化
し

、

開
元
二

十
五

年
（

七

三

七
）

に

全
面

的
に

健
兒
制
へ

移
行
し
た

。

　

第
十
二

章

　
唐
代
前
期
に

は

基
本
（
租

調
と

正

役）

以

外
に

雑
徭
・

色

役

が

あ
っ

た
。

雑
搖
は
必
要
に

応
じ
て

臨
時
に

徴
発
さ
れ

る

不
定
量
の

労
役
で

、

就
役
日

数
が

限
度
を
超
え

る

と
正

役

が

免
除
さ

れ
、

正

役
と

表
裏
一

体
で

あ
っ

た
。

正
役
は

府
兵
衛
士

（
約
六

卜
万）
・

防
人
（
卜
数

万
）

・

兵
募
（
臨
時

戦
役

時
に

白
姓
か

ら

募
集
・

徴

収
さ

れ
る

征
行）

よ

り
な

り
、

開
元
年
問
に

は

計

八
四
（

五
五 ．一
）

百
万
に

及
ん
だ

。

だ

が

隋
開
皇
十
年
〔
五

九

〇）

に
一

部
庸
代
納
で

正

役
・

雑
徭
・

防
人
が

免
除
さ

れ
、

開
元
年
間
の

正

役
廃
止

後
は

庸
が
一

般
化
し
た

（

租
庸
調
体
制
成
立
）

。

色
役
は

国
家
の

末
端
公
務
を

担
う

徭
役
で

、

雑
任
（

里

正

等
）

・

雑
職
層
（

州

県
典
獄
等）

と
し

て

行
政
組
織
の

最
下
層
を
構
成
し

、

正

役
・

雑
徭
を
免

除
さ

れ
た

。

数
は

膨
大
で

あ
っ

た

が

民
全
員
の

義
務
で

は

な

く
、

開
元
二

十
三

年
改
革
時
に

二

二

万
人
以
上

削
減
さ

れ
た

。

以
上
の

課

役
・

軍
役
・

色
役
は
ど

れ

も

差
科
（

選
択

し

て

派
遣
・

徴
発

す

る

意
）

を

経
、

差

科
は

丁
口
数
・

資
産
に

基
づ

く

戸
等
や

品
子
・

勳
級
そ

の

他
を
基
準
と

し

た
。

　

第
十
三

章

　
前
期
唐
は

前
漢
同
様

、

中
央
ー
周
辺

構
造

を

有
す
る

「

帝

国
」

で
、

京
師
中
核
領
域
−
内
部
領
域
諸
州
−

辺

州
−
羈
縻
州
よ

り
な
り

、

内
部
領
域
諸
州
の

税
収
（
人
・

物
・

銭
）

は

戸
部
尚
書
度
支
司
の

差

配
に

よ

り
、

都
督
府
を
集
配
拠
点
と

し

て

京
師

中
核
領
域
と

辺

州
へ

移
送
さ

れ
、

各
々

供
御
・

供
軍
財
政
を
構
成
し
た

。

洛
陽
と

長
安
は
二

大
拠
点
で

、

各
々

流
域
圏
を

形
成
し

、

帝
国
オ

イ
コ

ス

を

補
完
し
た

。

だ
が

開
元
二

十
一

〜
二

卜
五

年
の

漕
運

改
革
・

関
中
和
糴
法
・

百
姓
徴
兵
制
停
止
は

結
果
的
に

財
政

的
物
流
分
断
・

徭
役
縮
小
・

徴

兵
制
廃
止

を
招
き

、

唐
前
期
物
流
は

解
体
し

た
。

　

第
十
四
章
　
唐
前
期
財
政
は

、

開
元
二

十
年
（
七
三

二
）

前
後
の

正

役
停

止
に

伴
い

租
庸
調
へ

移
行
し
た

。

だ
が

安
史
の

乱
（

七

五

五

〜
七

六

三）

後
に

戦
費
・

養
兵
費
が

増
え

、

華
北
で

は

農
耕
方
式
の

発
展
に

伴
う

農
業
労
働
の

通
年
化
・

集
約
化
が

起
こ

り
、

農
民
の

府
兵
・

防
人
負
担
が

困

難
と
な

り
、

兵
農
分

業
と

養
兵
費
増
加
が

進
ん

だ
。

か

く
て

建
中
元

年
（
七
八

〇
）

以
降

は

両
税
法
・

専
売
収
入

巾
心
の

財
政
へ

移
行
し

、

と

く
に

専
売

収
入
が

戦
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費
・

養
兵
費
と

な
っ

た
。

ま

た

 
度
支
・

塩
鉄
使
（

左

蔵
庫）

、

 
戸
部
曹

（

戸
部
別
庫
）

、

 
延

資
庫
使
（
延

資
庫
）

、

 
皇
帝
（
内
庫
）

よ

り
な
る

中
央
財

政
も

、

両
税

法
成
立

後
に

開
元
以
来
の

 
中
心

体
制
か
ら

 
中
心
体
制
へ

移

行
し

、

元
和
年
間
に

は

 
 
中
心
と
な

り
、

そ

れ
は

唐
末
混
乱
期
を
経
て

宋

代
に

継
受
さ

れ
た

。

　
第
十
五

章
　
両
税

法
税
収
は

、

上
供
銭
物
（

中
央
政
府
へ

貢
納
）

・

留
使
銭

物
（

節
度

使

等
へ

分

配
。

道

財
政
）

・

留
州
銭
物
（

州

に

残

留
。

州
財

政
）

に

分

割
・

定
額
化
さ

れ
た

。

地
方
財
政

（

留
使
・

留
州
）

は

中
央
所
定
額
で

、

他

に

州
刺
史
の

裁
量
に

よ

る
公

用
銭
や

常
平
義
倉
（

災
害
対

策
用

貯
蓄
）

が
あ

り
、

所
定
額
を

補
い

、

そ

れ
で

も

赤
字
な
ら

度
支
・

塩
鉄
使
・

戸
部
の

地
方
存
留

銭
物
（

属

省
銭
物）

が

充
当
さ

れ
た

。

北
魏
に

原
型

を
有
す
る

地
方
経
費
は

社
会
的
再
生

産
よ

り
も
養
兵
費
・

官
吏
俸
禄
等
に

用
い

ら
れ

、

徐
々

に

中
央

集
権
化
し

、

唐
代
後
半
〜
北
宋
初
に

最
終
段
階
を

迎
え

た
。

　
以
上
が

本
書
の

要
約
で

あ

る
。

こ

れ
を
一

読
し
て

わ
か

る
こ

と
は

、

本
書

が

漢
代
〜
唐
宋
変
革
期
と
い

う

広
範
な

時
代
を
扱
っ

て

い

る
こ

と
、

膨
大
な

先
行
研
究
を
ふ

ま
え

、

見
事
に

独
創
的
・

体
系
的
な

議
論
を

行
っ

て

い

る

こ

と
、

従
前
の

渡
辺

史
学
と

密
接
に

関
連
す
る

こ

と
で

あ
る

。

随
所
に

み

ら

れ

る

鮮
や
か
な

創
見
が

定
説
と

ど

う
異
な

る
か

は
一

般
の

高
校
教
科
書
や

大
学

参
考
書
と
比
べ

る
だ

け
で

も
一

目
瞭
然
で

、

諸
学
説
と

の

相
異
も

大
小
膨
大

な

数
に

上

り
、

学
界
へ

の

貢
献
は

計
り

知
れ
な

い
。

た

だ

し

本
評
で

全
て

に

言
及
は
で

き

な
い

の

で
、

読
者
に

は

本
書
を
直
に

読
む
こ

と

を
強
く
お
薦
め

す

る
。

そ

の

上
で

次
の

二

点
を

挙
げ
た

い
。

　
第
一

に
、

本
書
は

漢
唐
間
の

財
政
通
史
を
広
角
的
に

分
析
し

、

漢
代
更
賤

と

唐
代
色
役
に

共
通
性
が
あ

る
こ

と
、

官
物
民

間
貸
与
の

利
潤
を

用
い

た

行

書

評

政
が

漢
唐
に

あ
る

こ

と
、

漢
魏
晉
と
も
に

税
収
を

中
央
上

供
分
と

郡
県
収
取

分
に

分
け
る
こ

と

等
を

見
事
に

論
証
し
て

い

る
。

こ

の

よ
う

な

広
角
的
研
究

は

従
来
極
め
て

少
な

く
、

そ

の

点
で

本
書
は

高
く
評
価
さ
れ

る
。

　
第
二

に
、

本
書
は

渡
辺
氏
の

他
の

著
書
と

互

証
関
係
を

も
ち

、

遠
大
な

歴

史
認
識
を
提

示
し

て

い

る
。

す
な

わ
ち

渡
辺

氏
は

、

つ

と
に

小
農
民
の

直
接

的
必

要
労
働
・

剰
余
労
働
・

社
会
的
必
要
労
働
の

分
配
形
態
に

応
じ

た

国

家
・

共
同
体
・

小
農
民
の

関

連
性
を

検
討
し
て

い

る
。

そ

し

て
、

漢
〜
唐
が

小

経
営
生
産
様
式
（

生
産
過
程

内
に

明
確
な

分
業
・

協
業
を

含
ま

ず
、

分
散
し

た

生

産

手
段
の

も
と

で

孤

立
的

に

営
耕
す

る

分
田

農
民
の

生

産
様
式
）

を
基
盤
と

す

る
こ

と
、

秦
漢
社
会
が

富
豪
・

中
家
・

貧
家
三

層
よ

り
な
る

非
フ

ラ

ッ

ト

社
会
で

あ

る
こ

と
を

指
摘
し
て

い

る
。

さ

ら
に

渡
辺

氏
は、

一

部
の

富
豪
層
以
外
が

土

地
名
有
（

匱
襲
的

占
有）

段
階
に

至
る

も
私
的
土
地
所
有
段
階
に

至
ら

ず
、

阡
陌

制
崩
壊
（

後
漢
末
）

後
に

変
化
し

、

唐
宋
変
革
期
に

国
家
的
農
奴
制
段

階
か
ら

私
的
土
地
所
有
段
階
へ

移

行
し

た
と

主
張
し
て

い

る
。

こ

れ
は

、

マ

ル

ク
ス

主

義
史
学
を
重
視
し
つ

つ
、

後
漢
〜
魏
晉
を
画
期
と
す

る

京
大
学
派

的
時
代
区
分
を

補
強
し
た

も
の

と

も
み

ら
れ

、

本
書
は

そ
れ

を
財
政
史
的
・

国
家
論
的
に

見

事
に

補
完
し

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
に

本
書
に
は

大
き
な

学
術
的
意
義
が
あ
る

が
、

評
者
個
人
は

次

の

点
に

若
干
疑
問
も
あ
る

。

　

第
一

に
、

細
か
い

事
だ
が
、

各
章
は

発
表
年
次
を
異
に

す

る

論
文
に

基
づ

く
た
め
か

、

用
語
の

不
統
一

と

お
ぼ

し
き

箇
所
が

あ
る

（

更
徭
と

更
卒
と

力
役、

正

衛
と

衛
卒

、

正

役
と

軍
役

、

周
辺
と

周
縁
等）

。

史
料
語
か

造

語
か

判
断
し

に

く
い

箇
所
も
あ
る

（

た

と

え

ば

コ

更
11
一

回
の

更
」

と

す
る
一

方

で
、

「

五

更
11

五
ヶ

月
ご

と

に
一

ヶ

月
踐
更
」

と

さ

れ
、

「

数
字
＋

更
」

の

概

念
規
定
が

ズ

レ

て

い

る
）

。

八
五
（
五

五
三

）
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書

評

「

百
姓
」

や

「

編
戸
百
姓
」

も
、

本
書
の

議
論
が

分

田
農
民
に

集
中
し

、

非

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

ゃ
く
せ

い

　

　

　

　

ひ

ゃ

く

ヒ

よ

う

農
業
民
へ

の

言
及
が

少
な
い

た
め

、

し

ば
し

ば

百

姓
の

意
か

百

姓
の

意

か

判
断
に

迷
っ

た
。

ま
た

、

後
章
で

説
明
さ
れ

る
用

語
が

前
章
に

登
場
す

る

箇
所
が

あ

り
、

論
文
引
用

時
に
ハ

ー
バ

ー

ド

方
式
的
な

も
の

と

古
典
文
学
法

的
な
も
の

の

混
在
も

み
ら
れ
る

。

　
第
二

に
、

渡
辺
氏
は

序
章
冒
頭
で、

唐
貞
元
三

年
に

白
姓
趙

光
奇
が

徳
宗

に

「

（

百

姓
）

不
樂
」

と

直
訴
し
た

故
事
を

挙
げ、

「

漢
代
か
ら

唐
宋
変
革
期

に

い

た

る
ま
で

の

財
政
史
研
究
を
と
お
し

て
、

「

百
姓

不
楽
」

の

背
景
に

あ

る

申
国
古
代
国
家
の

歴

史
的
特
質
を

明
ら

か

に

す

る

こ

と
（

六

頁）
」

、

「

こ

の

百
姓
・

分
田

農
民
層
が

負
担
す
る

租
税
・

力
役
軍
役
を
收
入

源
と

し
て

展

開
す
る

財
政
活
動
と

社
会
的
再
生

産
の

歴
史
的
特
質
を

明
ら
か
に

す
る
こ

と

（

二

〇
頁
）

」

を
目
的
に

掲
げ

、

現
に

本
論
で

収
入
・

経
費
の

解
明
を
試
み

て

い

る
が

、

そ

も
そ

も

趙
光
奇
の

「

不
樂
」

は
基
本
的
税
制
の

重
さ
に

加
え

、

担
当
官
吏
が

「

優
恤
之
詔
」

を
遵
奉
し
な

か
っ

た
こ

と
に

起
因
す

る
。

と

す

れ
ば

本
書
は

、

か

か

る
財
政
的
不
法
が
ま

か
り

通
っ

た

実
態
を

も
主
題
と

す

べ

き
で

は
な
か
っ

た
か

。

そ

の

場
合、

た

と
え
ば

担
当
官
吏
へ

の

賄
賂
如
何

で

税

率
が

変
化
し

た
と

す
る

西
晉
・

束
皙
「

勧
農
賦
」

等
に

言
及
が

欲
し
い

。

ま
た

本
書
は

「

古
代
国
家
の

軍
事
的
拡
張
傾
向
が

、

国
内
の

い

か
な

る

契
機

に

よ
っ

て

必
然
化
さ

れ
る
の

か

を

問
う
（

二

八

頁）
」

も
の

の
、

本
論
で

は

帝

国
編
成
や

財
政
的
物
流
を

解
明
す
る
の

み
で

、

軍
事
的
拡
張
傾
向
必
然
化
の

契

機
（

つ

ま

り

鵠
O
毒
で

な

く

≦
＝
団）

へ

の

言
及

が

少
な

い
。

そ

の

た

め

「

帝
国
」

を

コ

皇
帝
制
度
を
有
す
る

国

家
」

で

な

く
、

わ
ざ

わ
ざ

「

外
部
諸

地
域
に

対
し
て

軍
事
的
拡
張
傾
向
を

持
つ

広
領
域
国
家
」

と

定
義
す
る
意
図

や
、

そ

れ
と

所
謂
帝
国
主
義
と
の

関

係
や

相
異
も
や

や

不
明
瞭
と

思
わ
れ
る

。

八
六
（

吾
四

）

　
第
三
に

、

財
政
と

国
家
に

つ

い

て
、

本
書
は

「

財
政
は

、

政
治
的
に

編
成

さ

れ
た

社
会
の

再
生
産
を

遂
行
す
る

た

め
に

、

国
家
が
お
こ

な

う
経
済
的
政

治
的
活
動
で

あ
る

。

そ
れ

ゆ
え

同
義
反
復
に

な
る
が

、

財
政
は

、

国
家
の

形

成
と
と

も
に

は
じ
ま

る
。

…

…

国
家
と

財
政
の

形
成
は

、

春
秋
中
期
に

本
格

化

す
る
…
…

中
国
に

お
け
る

財
政
の

成
立
は

、

戦
国
期
に

あ
る

（
二
五

頁
）

」

と

す
る
が

、

「

財
政
な

き
社
会
目

国
家
な

き
時
代
」

と
は

い

か
な

る

時
代
か

。

渡
辺
氏
は

「

書
評
一

太
田

幸
男
「

中
国
古
代
国
家
形
成
史
論
』
」

（

『

歴

史
学
研

究
』

八
五

三
、

二

〇
〇
九）

で
、

龍
山
文
化

期
〜
夏
殷
周
三

代
を

首
長
制
の

時

代
、

三

代
〜
戦
国
王

権
を

国
家
形
成
の

第
一

段
階

、

戦
国
王

権
〜
漢
武
帝
期

を

第
二

段
階
と

す
る

の

で
、

「

国
家
な

き

時
代
」

は

首
長
制
時
代
と

国
家
形

成
第
一

段
階
を

含
む

は
ず
だ

が
、

本
書
に

説
明
は

な
い

。

殷
周
に

関
す
る

実

証

的
研
究
や

、

上
記
定
義
の

意
義
付
け

を
も
う
少
し

補
足
す
べ

き
で

は

な

か

っ

た

ろ
う
か

。

　
第
四
に

、

本
書
各
章
の

元
と
な
っ

た

各
論
文
に

は

す
で

に

多
く
の

異
見
が

あ
る

。

た

と
え

ば
第
一

章
に

は
、

重
近

啓
樹
「

均
輸
法
を
め

ぐ
る

諸
問
題
」

（

『

日

本
秦
漢
史
学
会
会
報
』

六
、

二

〇

〇
五
）

や

柿
沼

陽
平
「

戦
国
秦
漢
時
代
に

お

け
る

塩
鉄
政
策
と

国
家
的
専
制
支
配
の

機
制
1
男
耕
女
織
政
策
・

塩
鉄
専
売

制
・

均
輸
平
準
に

よ
る
ゴ ．
位
一

体
的
支
配

体
制
の

確
立

1
」

（

『

中
国

古
代
貨
幣
経
済
史

研
究
』

汲
古
書
院

、

二

〇
一
一
）

の

異
見
が

あ

る
。

第
四
章
で

騎
士
等
11
軍
吏

と

す
る

点
も

、

高
村
武
幸
「

漢
代
の

材
官
・

騎
士
の

身
分
と

官
吏
人
用

資

格
」

（

『

漢
代
の

地
方
官
吏
と

地
域
社
会
』

汲
古
書
院、

二

〇

〇
八
）

は

「

騎
士
11
吏

に

準

ず
る
」

と

し
、

評
者
も

、

肩
水
金

関
漢
簡
（
齷
国

胃
ω

邑
。。）

で

吏
・

民
・

騎
士
が

書
き
分
け
ら

れ
て

い

る

こ

と
か

ら
、

騎
士
は

吏
そ
の

も
の

で

は

な

い

と

考
え
る

。

第
六

章
は

、

占
田
・

課
田

を
検
討
す
る

上
で

コ

尸

調
之
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式
」

・
「

晉
故
事
」

の

二

史
料
の

う
ち

後
者
を
選
択
し
た
上
で

随
所
に

脱
文
や

誤
字
を
想
定
し

、

校
訂
後
に

自
説
を

展
開
す
る

が
、

や
や

推
測
が

多
く、

今

後
の

出
土

文
字
資
料
等
の

増
加
に

伴
う
傍
証
が

期
待
さ

れ
る
。

第
七
章
に

は
、

柿
沼
陽
平

コ

ニ

国
時
代
の

曹
魏
に

お
け
る
税

制
改
革
と

貨
幣
経
済
の

質
的
変

化
」

（

『

東
洋
学
報
』

九
二

⊥
二

、

二

〇
一

〇
）

の

異
論
が
あ

る
。

第
九
章
も

、

北

魏
時
代
に

中
国
史
上
初
め
て

中
央
経
費
（

公
調
）

と
地
方
経
費
（

調
外
）

が

画

さ

れ
た

と

解
す
る
が

、

「

調

外
11
地
方
経
費
」

と

す
る

前
提
等
々

に

は

毛

万

盈

「

北

魏
存
在
地

方
財
政
説
質
疑
−

兼
与
渡

辺

信
一

郎
先
生

商
権
ー

」

（

『

中
国

社

会
経
済
史
研
究
』

二

〇

〇

八
−
三）

の

批
判
が

あ
る

。

ま
た

漢
代
地
方
経
費
に

つ

い

て

は
、

直
井
晶
子
「

前
漢
に

お

け

る

郡
県
財
政
と

少
府
・

小
府
・

少

内
」

（

「

中
国
出
土

資

料
研
究
』

四
、

二

〇

〇
〇
）

の

指
摘
す
る

漢
代
小
府

蔀
の

公
金
銭
を

扱
う

部
署）

等
と
の

関
係
に

も
言
及
が

欲
し
い

。

第
十
章
も

、

「

三

五
発
卒
」

に

対
す
る

先
行
研
究
批
判
と

十
五

丁
一

番
兵
制
の

理

解
は

説
得
的

だ

が
、

論
証

時
に

「

三

五
」

を

直
接
「

三

X

五
11
十
五
」

と
す
る

点
は
や
や

疑
問

。

南
朝
「

三
五

門
」

層
と

の

名
称
上
の

共
通

性
も
気
に

な

る
。

第
三

部

は

評
者
の

専
門
外
な
の

で

具
体
的
言
及
は

避
け
る

が
、

た

と
え

ば
第
十
一

章

で

「

天
聖
令

不

行
唐
令
11
開
元

二

十
五

年
令
」

と

し

た

際
に

、

黄
正

建

「

《

天
聖

令
》

附
《

唐
令
》

是

開
元
二

十
五

年
令
馮
？
」

（

『

中
国
史
研
究
』

二

〇

〇
七

−
四
）

等
に

言
及
が
あ
っ

て

も
よ

い

か
。

ま
た

「

府
兵
制
」

に

つ

い

て

は

今
後

、

平
田
陽
一

郎

「

西
魏
・

北

周
の

二

十
四

軍
と

「

府
兵
制
」

」

（

『

東

洋
史
研
究
』

七
〇
1

二
、

二

〇

＝
）

等
と
の

関
連
で

、

議
論
の

進
展
が
期

待

さ

れ
る

。

第
十
二

章
は

、

 
雑
徭
・

色
役
の

み

な
ら
ず

課
役
も

差
科
対
象
で

あ
っ

た

点
、

 
差
科
基
準
が

戸
等
に

限
ら
な
い

点
を

指
摘
す
る
が

、

 
は

例

外
的
で

、

 
も
「

臨
時
（

『

唐
律
疏
義
』

差

科
賦
役

違
法
条
疏

議
）

」

な
の

で
、

唐

書

評

代
税
制
の

骨
子
に

関
す
る

渡
辺
説
は

、

氏
の

批
判
す
る
大
津
透
『

日

唐
律
令

制
の

財
政
構
造
』

（

岩
波

書
店

、

二

〇

〇
六
）

と

意
外
に

近
い

か
。

ま
た

渡
辺

氏
は

、

雑
徭
が
一

定
日
数

〔

四

〇

旦

以
上
だ

と

正

役
が

免
除
さ

れ
る
こ

と

か
ら

両
者
を

表
裏
一

体
と

す
る
が

、

論
拠
の

充
夫
式
に

脱
字
が
想

定
さ
れ
る

他
（

吉
田

孝
「

雑
徭
制
の

展
開

過
程
」

（

『

律
令
国
家
と

古

代
の

社
会
』

岩
波
書
店

、

一

九

▲
二
）

等
）

、

四
〇
日
以
上
の

雑
徭
は

実
際
な

か
っ

た

と

す
る

大
津
透
『

日

唐
律
令
制
の

財
政

構
造
』

の

指
摘
も
あ

る
。

　

第
五
に

、

本
書
は

中
村
哲
『

奴
隷
制
・

農
奴
制
の

理
論
』

等
に

依
拠
し

て

い

る
の

で
、

一

九

七
〇
年
代
以

降
の

マ

ル

ク
ス

主

義
史
学
批

判
が
一

部
当
て

は
ま
る

。

た

と
え

ば
渡
辺
氏
は

「

世
界
史
の

基
本
法
則
」

と
一

線
を

画
し

、

中
国
史
の

特
殊
性
に

着
眼
す
る

。

ま
た

国
家
を

階
級
支
配
の

暴
力
装
置
と

提

え
る
と

と
も
に

、

ア

ル

チ
ュ

セ

ー

ル

の

ご
と

く
イ

デ
オ
ロ

ギ

ー

装
置
と

も

捉

え
、

ヒ

部
構
造
の

相
対
的
自
律
性
を
認
め

、

再
生
産
過

程
に

配
慮
し
て

い

る
。

だ
が

上
部
ー
下
部
構
造
論
を

前
提
と
し

、

生
産
様
式
に

基
づ

く
世
界
史
類
型

化

を
図
っ

て

お
り

、

結
局
は

社
会
主

義
を

暗
黙
の

ゴ

ー

ル

と

す
る

進
歩
史
観

的
、

生
産
中
心

主

義
的
傾
向
に

帰
結
す
る

。

本
書
が

経
済
的
被
搾
取
者
の

「

不
樂
」

を
主

題
と

す
る

点
も
マ

ル

ク
ス

的
で

あ
る

。

そ

れ

ら
は

従
来、

中

国
古
代
史
研
究
の

現
代
的
意

義
を

担
保
し

、

今
も
意
義
を

有
す
る

が
、

現

代

批
判
に

有
効
な

視
点
は
そ

れ

ら
に

限
ら
れ
な
い

。

む
し

ろ

評
者
自
身
は
上

記

有
限
路
線
史
観
等
に

批
判
的
で

、

ダ
イ
ナ

ミ

ッ

ク
な

社
会
変
革
を
近
未
来
に

　
　
　
　
　
　

　
　
　
メ

ク

フ

ィ

ジ

カ

ル

想
定
・

希
求
す
る

点
も
非
現
実
的
と

考
え

る
。

逆
に

未
来
の

ゴ

ー

ル

を
一

つ

に

絞
ら

ず
に

、

「

多
様
性
を
も
つ

人
間
（

ア

マ

ル

テ
ィ

ア
・
セ

ン
）

」

を

前
提
と

し
た

歴
史
像
と

未
来
像
を

模
索
す
る

必
要
が
あ

る
の

で

は
な
い

か
。

そ

こ

で

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
コ

ミュ
ニ
ケ

　

ソ

ヨ
ン

評
者
は
近

年
、

交
換
史
観
を

提
唱
し

、

全
人
間
社
会
が

交
　
　

換
か

ら

成

八
七
（

五

釜
）
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耄
日

評

り
立
つ

こ

と
、

各
時
代
・

地
域
に

は

特
有
の

交
換

が
複
数
並

存
す
る

こ

と

を

　

　
　

　
　

　
　

　
コ

ミ

ニ
　
ケ

　

ノ

ヨ
ン

指
摘
し
、

よ

り
よ

い

未

　
　

来
を

模
索
す
る

た
め
の

参
考
例
と

し
て

歴
史

を
研
究
す
べ

き
だ

と
主

張
し
た
（

拙
著

『

中
国

古
代
貨
幣
経
済
史
研
究
』
）

。

そ
の

場
合

、

国
家
・

帝
国

等
の

定
義
や

財
政
史
の

叙
述
も
当
然
本
書
と

は

異
な
っ

て

く
る

。

こ

の

点
で

評

者
は、

本
書
の

実
証

的
意
義
を
最
大
限
重
ん
じ

、

一

貰
し

た

理
論
的
主

張
に

敬
意
を

表
し

つ

つ

も
、

本
書
と
は

全
く
異
な
る

方
向

性
で

議
論
を
進
め
た

い

と

考
え
て

い

る
。

　

以
上

、

本
評
で

は

渡
辺

氏
の

大
著
を
評
者
な

り
に

整

理
・

紹
介
し
、

学
界

に

寄
与
す
る

点
を

挙
げ
た

。

ま
た

数
点
の

疑
問
等
も

挙
げ
た

が
、

本
書
に

は

な
お

大
き
な

学
術
的
意
義
が

あ
る

。

す

な
わ
ち

本
書
は

、

先
学
の

論
じ
た

議

題
を

闇
雲
に

追
っ

た

研
究
や

、

新
出
史
料
を

無
闇
に
振
り
か

ざ
す

研
究
や

、

批

判
の

た

め
の

批
判
と
は

異
な

り
、

渡
辺
氏
が

戦
後
歴
史
学
と
の

格
闘
の

末

に
到

達
し
た

、

ま
さ
に

血
肉
の

通
っ

た

重
厚
な
大

著
で

あ
る

。

つ

ま
る
と
こ

ろ
、

こ

れ
こ

そ

が

渡
辺

史
学
の

最
大
の

魅
力
で

あ

ろ
う

。

　

　
　

　
（

汲
古
書

院
　
二

〇
一

〇
・

九
刊
　
A5

　
六
一

四

頁
　一

四

〇
〇

〇
円
）

八

八
（

五

五亠
○

足
立

芳
宏
著

『

東
ド

イ

ツ

農
村
の

社
会
史

　

　
　

　
　
「

社
会
主
義
」

経
験
の

歴
史
化
の

た

め
に

』

星

　
乃

　
治
　
彦

　

本
書
は、

ド

イ
ツ

農
業
史

、

と
く
に

東
ド
イ
ツ

を

対
象
と

す
る
と
い

う
一

見
マ

イ

ナ

ー

な
テ

ー

マ

を
扱
い

な
が
ら

も、

 
東
エ

ル

ベ

へ

の

着
目
と
い

う

大
塚
史

学
以

来
の

伝
統

的
問
題
関
心

を
踏
ま

え
、

 
コ

特
有
な

道
」

論
、

「

束
」

へ

の

視
点

、

「

細
民
」

の

歴
史
と

解
釈
さ
れ
る

社
会
史
の

発
想
や

方
法

な

ど
、

ド

イ
ツ

や

日

本
に

お
け
る

、

そ

の

後
の

研
究
の

発
展
を

丁
寧
に

フ

ォ

ロ

ー

し
、

さ

ら
に

は
、

 
ミ
ク
ロ

ヒ

ス

ト
リ

ー

と
い

っ

た

新
た

な

問
題
関
心

や

手
法
を

取
り
入
れ
な
が

ら
、

 
難
民
と
い

う

「

移
動
」

の

産
物
を

介
し
て

新
境

地
を
拓
く
と

い

う
成
果
を
生
み

、

果
て

は
、

 
「

二

〇

世
紀
社
会
主

義
」

と

命
名
さ
れ
た

社
会
主
義
体
制
の

歴
史
的
検
討
に

ま
で

射
程
に

入
れ
る

と
い

う、

単
に

二

〇
世
紀
ド
イ
ツ

農
村
史
に

お

け
る
土

地
改
革
と

農
業
集
団

化
の

研
究
に

と

ど
ま

ら
な
い

、

縦
横
に

張
り
巡

ら
さ
れ
た

問
題
関
心
と

十
全

な

文
書
館
史
料
に

支
え

ら
れ
た
、

七

〇
〇
ペ

ー

ジ

に
迫

る
ド
イ
ツ

現
代
史
研

究
に

お

け
る

傑
作
で

あ

る
。

　
足
立

氏
は
、

本
書
に

先
だ

っ

て
、

一

九
九
七
年
に

す
で

に

学
位
論
文
を

ま

と

め
、

前
著
『

近
代
ド
イ

ツ

の

農
村
社
会
と

農
業
労
働
者
1

〈

土

着
V

と

〈

他

所
者
〉

の

あ
い

だ

…
』

（

京
都
大
学
学
術

出
版
会

、

一

九
九
七

）

を

刊
行
し

て

い

る
。
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